
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人長沢盛一上告趣意第一点について。

　しかし、原判決の理由において確定判示した事実は「被告人は……本造瓦葺二階

建家屋一戸の賃借権を……Ａに……譲渡す契約を結びその頃手附金二五〇〇〇円を

同人から受取つていたに拘らず同年二月一四、五日頃右居宅でＢに対し右家屋の賃

値権はまだ何人にも譲渡していないように装い且家主所有の畳、建具も自己の所有

のように装い右賃借権を畳建具付で金七〇〇〇〇円で譲渡する旨申向け同人を欺罔

して手附金名下に金二〇〇〇〇円を交付させてこれを騙取したものである」という

のであつて、所論のごとく被告人がＡとの譲渡契約を解約してＢに対する譲渡契約

を履行する意思をもつて同人に対して本件譲渡契約をむすび手附金名義で金二〇〇

〇〇円を同人から受領したとの事実は原判決の認定していないところであるから、

右判示事実の説示は、被告人が当初からＢに賃借権を譲渡する意思もなく且つ畳、

建具の所有権がないにも拘らずこれあるがごとくに装ひ同人を錯誤に陥れて譲渡契

約を結び手附金を詐取したこと即ち詐欺の犯意のあつたことを明白に判示している

ものに外ならない。そして右判示事実の認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯

認することができるし又右認定には反経験則その他の違法はないから、原判決には

所論のような審理不尽判断遺脱若しくは理由不備の違法はない。所論は結局判示に

そわない事実を主張して原判決の事実認定を非難するに帰着し上告適法の理由とな

らぬ。

　同第二点について。

　しかし、罪となるべき事実につき証拠の説明をするには罪となるべき事実の記載

と相まつて証拠の内容を知ることができる程度にその説明をすれば足りるのである。
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そして、原判決によれば所論のように単に「上告人の公判廷の供述とＢの被害始末

書の記載」と説示したものではなく、「被告人の当公廷におけるその旨の供述とＢ

の詐欺被害始末書中の判示に合ふ被害始末の記載」と説示して明白に証拠の内容と

部分とを挙示している。そこで原審公判廷における被告人の供述及びＢの提出した

詐欺被害始末書中の記載を仔細に検討すると判示事実と同趣旨の供述及びこれと照

応する記載を認めることができる。そして判示事実は右の証拠によつてこれを肯認

することができるし又かゝる認定には何等経験則に反する違法もないから原判決に

は所論のような理由不備の違法はない。所論はその理由がない。

　よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

　この判決は裁判官全員の一致した意見である。

　検察官　宮本増蔵関与

　　昭和二四年一月二七日

　　　　　最高裁判所第一小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　沢　　　田　　　竹　治　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　斎　　　藤　　　悠　　　輔
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